
- 1 - 

総 会 議 事 録 

 

１．開催日時  令和４年９月８日（水） 午前９時３０分 

 

２．開催場所  瀬戸内市役所 ２階 大会議室 

 

３．農業委員  １１名中１１名出席し、その氏名は次のとおり 

 

太 田   修  尾 上 昭 則  出 射   實  宮 本 英 美   

由 喜 門  尊  藤 原 由 果  小 林 桂 治  石 黒 五 月   

藤 原 和 正  大 森 茂 利  久 山 英 之 

   

 

４．農地利用最適化推進委員 

 

山 崎   徹  大 河 原 律 夫   

  欠席委員   

  森 部 真 史 

 

５．議事に参与した者 

 

  事務局長 服部 博昭 

事 務 局 横見瀬 文子 

事 務 局  藤原 敬士 

  事 務 局 坂本 隆也 

 

６．議事内容 

第１号議案 農地法第３条許可申請について 

第２号議案 農地法第５条許可申請について 

第３号議案 農地転用事業計画変更承認申請について 

第４号議案 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画について 

（利用権設定・所有権移転） 

 

そ の 他  
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事 務 局 長 開会を宣言する（午前９時３０分） 

定刻となりましたので、これより令和４年度瀬戸内市農業委員会、第

６回の総会を開催します。それでは開会にあたり、会長よりごあいさ

つをお願いします。 

議長 (会長 )  （あいさつ）本日は６件の案件が提案されていますので、皆様の適正

な審査、よろしくお願いします。 

事 務 局 長 今回の成立報告をします。ただいまの農業委員の出席数は１１名とい

うことで、瀬戸内市農業委員会総会議事規則第７条により、この総会

が成立していることをご報告します。なお、推進委員 森部委員から

欠席の届け出が出ていることを報告します。以降の進行につきまして

は、藤原会長よろしくお願いします。 

議    長  それでは、議案審議に先立ちまして、本日の議事録署名委員を指名し

ます。８番委員の石黒委員、１０番委員の大森委員よろしくお願いし

ます。 

それでは、議題に入ります。まず、第１号議案、農地法第３条許可申

請について、事務局から説明をお願いします。 

事  務  局 それでは、議案資料の１頁目をご覧ください。第１号議案、農地法第

３条許可申請についてです。 

【１番案件】 

        譲受人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■」。

譲渡人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■」。

農地の所在地は「牛窓町長浜４１６１」。登記、現況地目はいずれも

「畑」。面積は２４５㎡となっております。譲受人の農地までの距離

は２，０００ｍ。耕作面積は１１，９９７㎡。家族数、耕作者数はい

ずれも２名。取得の理由は「増反」によるもの。譲渡理由は「相手方

の要望」によるものです。なお、所有権移転によるもので１０ａあた

り■ ■となっております。 

【２番案件】 

        譲受人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■■

■■」。譲渡人「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■」。

土地の所在地は２筆。「邑久町豊安１９７」。登記、現状地目はいず

れも「田」。面積は１，８７５㎡。「邑久町豊安１９９」。登記、現

状地目はいずれも「田」。面積は１，１１０㎡となっております。譲

受人の農地までの距離は１００ｍ。耕作面積は１３，２９２㎡。家族

数、耕作者数はいずれも２名。取得の理由は「増反」によるもの。譲

渡理由は「相手方の要望」によるものです。なお、所有権移転による

もので１０ａあたり■ ■となっております。 

以上、事務局から第１号議案の説明を終わります。 
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議    長 続きまして、担当委員さんのご意見を伺います。１番案件について、

森部委員ですが、欠席のため、事務局の方から代読をお願いします。 

事 務 局   譲渡人が高齢により、耕作管理が今後行うことができないため、近隣 

で耕作されている譲受人に譲り渡すということで話がまとまりました。 

特に問題ありませんとのことです。 

議    長 続きまして、２番案件、山﨑委員より説明をお願いします。 

山 﨑 委 員   譲渡人が高齢で現在、岡山市内に在住しており、今後も市内に戻るこ

ともないため、譲受人と協議し話がまとまり、譲ることになりました。

特に問題ないと思います。 

議    長 １番案件について何かご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

（意見なし） 

議    長 ご意見ないようですので、採決に入ります。 

ただいまの第１号議案 農地法第３条許可申請について、１番案件か

ら２番案件まで、許可に賛成の方、挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議    長 全員賛成ということで、許可を決定します。 

続きまして第２号議案、農地法第５条許可申請について、事務局の説

明をお願いします。 

事  務  局   それでは議案資料２頁目をご覧ください。第２号議案農地法第５条許

可申請についてご説明します。 

【１番案件】 

   譲受人「■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■

■」。譲渡人が「■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■」。

土地の所在は「邑久町山田庄７８５-１」。地目は「田」。面積は２６

５．００㎡。転用目的は「分家住宅」。施設の概要は、「２階建 １

棟 ６６．２４㎡」。建ぺい率は、「２４.００％」。農地区分は「第

１種 １０aあたりの収量は、米５００㎏」です。資金は、■ ■。

隣地への被害はありません。なお、所有権移転であり、１０aあたり

■ ■、農用地区域外農地です。資料６頁をご覧ください。瀬戸内市

民病院より北へ約２００ｍに位置しています。 

以上、事務局から第２号議案の説明を終わります。 

議    長 続きまして、担当委員さんのご意見を伺います。１番案件について、

大河原委員お願いします。 

大河原委員  １番案件についてご説明します。譲受人は、譲渡人の孫であり、今後、 

農業を親族ぐるみで行うために、分家住宅を建てることになりました。 

排水等についても地元の役員さんから承諾を得ており、問題ないと思 

いますのでよろしくお願いします。以上です。 
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議    長   それでは、ただいまの第２号議案につきまして、何かご意見、ご質問

ありましたらお願いします。 

（意見なし） 

ご意見のないようですので、採決に入ります。 

        ただいまの第２号議案 農地法第５条許可申請の、１番案件について許

可に賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

議    長 全員賛成ということで、許可を決定します。 

続きまして第３号議案、農地転用事業計画変更申請承認(工事期間の

延長)について、事務局の説明をお願いします。 

事  務  局   それでは議案資料３頁目をご覧ください。第３号議案 農地転用事業

計画変更申請承認(工事期間の延長)についてご説明します。 

        【第３号議案 農地転用事業計画変更申請承認(工事期間の延長)につ 

いてをもとに説明】 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議    長   それでは、ただいまの第３号議案につきまして、何かご意見、ご質問

ありましたらお願いします。 

（意見なし） 

ご意見ないようですので、第３号議案につきまして、承認します。 

続きまして、第４号議案 農業経営基盤強化促進法による農用地利用

集積計画(利用権設定・所有権移転)について、事務局よりご説明しま

す。 

事  務  局   それでは、第４号議案 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集 

積計画についてご説明します。資料の４頁～５頁をご覧ください。 

【第４号議案 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画

について(利用権設定・所有権移転)議案書をもとに説明】 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議    長   ただ今の第４号議案につきまして何かご意見、ご質問がありましたら

お願いします。 

（意見なし） 

  ご意見ないようですので、第４号議案につきまして、承認とします。 

それでは最後にその他の項目に入ります。事務局、お願いします。 

事  務  局   今後の総会の予定については、１０月の通常総会は、１０月１１日火

曜日に瀬戸内市役所 ２F大会議室で開催予定です。１１月の通常総

会は、１１月１０日木曜日に瀬戸内市市役所 ２F大会議室で開催予

定です。 

議    長   他にご意見・ご質問はありませんか。 
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それではご意見もありませんので、これをもちまして、令和４年度９

月の総会を閉会します。 

 

 

 

（午前１０時００分 閉会） 

 

 

上記議事録を作成し、その相違ないことを証するためここに署名押印

する。 

 

令和４年 ９月 ８日 

 

議   長    

 

署 名 委 員    

 

署 名 委 員    


